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寒 川 町 町 税 条 例 新 旧 対 照 表  

現 行  改 正 案  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

第 20条 の 2 (略 ) 第 20条 の 2 (略 ) 

(加 え る )  (法 第 3 4 9条 の 3第 2 8項 等 の 条 例 で 定 め

る 割 合 ) 

 第 2 0条 の 3  法 第 3 4 9条 の 3第 2 8項 に 規 定

す る 条 例 で 定 め る 割 合 は 、 3分 の 1と す

る 。  

 2  法 第 3 4 9条 の 3第 2 9項 に 規 定 す る 条 例

で 定 め る 割 合 は 、 3分 の 1と す る 。  

 3  法 第 3 4 9条 の 3第 3 0項 に 規 定 す る 条 例

で 定 め る 割 合 は 、 3分 の 1と す る 。  

第 21条  (略 ) 第 21条  (略 ) 

(施 行 規 則 第 15条 の 3第 2項 の 規 定 に よ る

補 正 の 方 法 の 申 出 ) 

(施 行 規 則 第 15条 の 3第 3項 の 規 定 に よ る

補 正 の 方 法 の 申 出 ) 

第 22条  施 行 規 則 第 15条 の 3第 2項 の 規 定

に よ る 補 正 の 方 法 の 申 出 は 、当 該 家 屋 に

係 る 区 分 所 有 者 の 代 表 者 が 毎 年 1月 31日

ま で に 、次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 出

書 を 町 長 に 提 出 し て 行 わ な け れ ば な ら

な い 。  

第 22条  施 行 規 則 第 15条 の 3第 3項 の 規 定

に よ る 補 正 の 方 法 の 申 出 は 、当 該 家 屋 に

係 る 区 分 所 有 者 の 代 表 者 が 毎 年 1月 31日

ま で に 、次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 出

書 を 町 長 に 提 出 し て 行 わ な け れ ば な ら

な い 。  

(1)・ (2) (略 ) (1)・ (2) (略 ) 

(3) 区 分 所 有 者 の 住 所 及 び 氏 名 並 び に

各 区 分 所 有 者 全 員 の 共 有 に 属 す る 共

用 部 分 に 係 る 建 物 の 区 分 所 有 等 に 関

す る 法 律 (昭 和 3 7年 法 律 第 6 9号 )第 1 4

条 第 1項 か ら 第 3項 ま で の 規 定 に よ る

持 分 の 割 合  

(3) 区 分 所 有 者 の 住 所 及 び 氏 名 並 び に

各 区 分 所 有 者 の 家 屋               

       に 係 る 建 物 の 区 分 所 有 等 に 関

す る 法 律 (昭 和 3 7年 法 律 第 6 9号 )第 1 4

条 第 1項 か ら 第 3項 ま で の 規 定 に よ る

持 分 の 割 合  

(4) (略 ) (4) (略 ) 

2 (略 ) 2 (略 ) 

(法 第 352条 の 2第 5項 及 び 第 6項 の 規 定 に

よ る 固 定 資 産 税 額 の あ ん 分 の 申 出 ) 

(法 第 352条 の 2第 5項 及 び 第 6項 の 規 定 に

よ る 固 定 資 産 税 額 の 按 分  の 申 出 ) 

第 2 3条  法 第 3 5 2条 の 2第 5項 の 規 定 に よ

る 固 定 資 産 税 額 の あ ん 分 の 申 出 は 、同 条

第 1項 に 規 定 す る 共 用 土 地 納 税 義 務 者 の

代 表 者 が 毎 年 1月 31日 ま で に 、 次 に 掲 げ

る 事 項 を 記 載 し た 申 出 書 を 町 長 に 提 出

し て 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

第 2 3条  法 第 3 5 2条 の 2第 5項 の 規 定 に よ

る 固 定 資 産 税 額 の 按 分  の 申 出 は 、同 条

第 1項 に 規 定 す る 共 用 土 地 納 税 義 務 者 の

代 表 者 が 毎 年 1月 31日 ま で に 、 次 に 掲 げ

る 事 項 を 記 載 し た 申 出 書 を 町 長 に 提 出

し て 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

(1)～ (4) (略 ) (1)～ (4) (略 ) 
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( 5 )  法 第 35 2条 の 2第 1項 の 規 定 に よ り

あ ん 分 す る 場 合 に 用 い ら れ る 割 合 に

準 じ て 定 め た 割 合 及 び 当 該 割 合 の 算

定 方 法  

( 5 )  法 第 35 2条 の 2第 1項 の 規 定 に よ り

按 分 す る  場 合 に 用 い ら れ る 割 合 に

準 じ て 定 め た 割 合 及 び 当 該 割 合 の 算

定 方 法  

2 法 第 352条 の 2第 6項 に 規 定 す る 特 定 被

災 共 用 土 地 (以 下 こ の 項 及 び 次 項 に お い

て 「 特 定 被 災 共 用 土 地 」 と い う 。 )に 係

る 固 定 資 産 税 額 の あ ん 分 の 申 出 は 、同 条

第 6項 に 規 定 す る 特 定 被 災 共 用 土 地 納 税

義 務 者 (第 5号 及 び 第 4項 に お い て 「 特 定

被 災 共 用 土 地 納 税 義 務 者 」 と い う 。 )の

代 表 者 が 法 第 34 9条 の 3の 3第 1項 に 規 定

す る 被 災 年 度 (第 3号 及 び 第 27条 の 2に お

い て 「 被 災 年 度 」 と い う 。 )の 翌 年 度 又

は 翌 々 年 度 (法 第 349条 の 3の 3第 1項 に 規

定 す る 避 難 の 指 示 等 (第 27条 の 2に お い

て 「 避 難 の 指 示 等 」 と い う 。 )が 行 わ れ

た 場 合 に お い て 、 法 第 34 9条 の 3の 3第 1

項 に 規 定 す る 避 難 等 解 除 日 (以 下 こ の 項

及 び 第 27条 の 2に お い て「 避 難 等 解 除 日 」

と い う 。)の 属 す る 年 が 法 第 349条 の 3の 3

第 1項 に 規 定 す る 被 災 年 (第 27条 の 2に お

い て 「 被 災 年 」 と い う 。 )の 翌 年 以 後 の

年 で あ る と き は 、当 該 被 災 年 度 の 翌 年 度

か ら 避 難 等 解 除 日 の 属 す る 年 の 1月 1日

以 後 3年 ま で の 各 年 度                 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                  )

の 初 日 の 属 す る 年 の 1月 31日 ま で に 次 に

掲 げ る 事 項 を 記 載 し 、 か つ 、 第 4号 に 掲

げ る 事 実 を 証 す る 書 類 を 添 付 し た 申 出

書 を 町 長 に 提 出 し て 行 わ な け れ ば な ら

な い 。  

2 法 第 352条 の 2第 6項 に 規 定 す る 特 定 被

災 共 用 土 地 (以 下 こ の 項 及 び 次 項 に お い

て 「 特 定 被 災 共 用 土 地 」 と い う 。 )に 係

る 固 定 資 産 税 額 の 按 分  の 申 出 は 、同 条

第 6項 に 規 定 す る 特 定 被 災 共 用 土 地 納 税

義 務 者 (第 5号 及 び 第 4項 に お い て 「 特 定

被 災 共 用 土 地 納 税 義 務 者 」 と い う 。 )の

代 表 者 が 法 第 34 9条 の 3の 3第 1項 に 規 定

す る 被 災 年 度 (第 3号 及 び 第 27条 の 2に お

い て 「 被 災 年 度 」 と い う 。 )の 翌 年 度 又

は 翌 々 年 度 (法 第 349条 の 3の 3第 1項 に 規

定 す る 避 難 の 指 示 等 (第 27条 の 2に お い

て 「 避 難 の 指 示 等 」 と い う 。 )が 行 わ れ

た 場 合 に お い て 、 法 第 34 9条 の 3の 3第 1

項 に 規 定 す る 避 難 等 解 除 日 (以 下 こ の 項

及 び 第 27条 の 2に お い て「 避 難 等 解 除 日 」

と い う 。)の 属 す る 年 が 法 第 349条 の 3の 3

第 1項 に 規 定 す る 被 災 年 (第 27条 の 2に お

い て 「 被 災 年 」 と い う 。 )の 翌 年 以 後 の

年 で あ る と き は 、当 該 被 災 年 度 の 翌 年 度

か ら 避 難 等 解 除 日 の 属 す る 年 の 1月 1日

か ら 起 算 し て 3年 を 経 過 す る 日 を 賦 課 期

日 と す る 年 度 ま で の 各 年 度 と し 、 法 第 3

49条 の 3の 3第 1項 に 規 定 す る 被 災 市 街 地

復 興 推 進 地 域 (第 27条 の 2に お い て「 被 災

市 街 地 復 興 推 進 地 域 」 と い う 。 )が 定 め

ら れ た 場 合 (避 難 の 指 示 等 が 行 わ れ た 場

合 に お い て 、避 難 等 解 除 日 の 属 す る 年 が

被 災 年 の 翌 年 以 後 の 年 で あ る と き を 除

く 。第 27条 の 2に お い て 同 じ 。)に は 、当

該 被 災 年 度 の 翌 年 度 か ら 被 災 年 の 1月 1

日 か ら 起 算 し て 4年 を 経 過 す る 日 を 賦 課

期 日 と す る 年 度 ま で の 各 年 度 と す る 。 )

の 初 日 の 属 す る 年 の 1月 31日 ま で に 次 に

掲 げ る 事 項 を 記 載 し 、 か つ 、 第 4号 に 掲

げ る 事 実 を 証 す る 書 類 を 添 付 し た 申 出

書 を 町 長 に 提 出 し て 行 わ な け れ ば な ら

な い 。  
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(1)～ (5) (略 ) (1)～ (5) (略 ) 

( 6 )  法 第 35 2条 の 2第 3項 の 規 定 に よ り

あ ん 分 す る 場 合 に 用 い ら れ る 割 合 に

準 じ て 定 め た 割 合 及 び 当 該 割 合 の 算

定 方 法  

( 6 )  法 第 35 2条 の 2第 3項 の 規 定 に よ り

按 分 す る  場 合 に 用 い ら れ る 割 合 に

準 じ て 定 め た 割 合 及 び 当 該 割 合 の 算

定 方 法  

3 法 第 352条 の 2第 7項 の 規 定 に よ り 特 定

被 災 共 用 土 地 と み な さ れ た 法 第 349条 の

3の 3第 3項 に 規 定 す る 特 定 仮 換 地 等 に 係

る 固 定 資 産 税 額 の あ ん 分 の 申 出 に つ い

て は 、 前 項 中 「 同 条 第 6項 」 と あ る の は

「 同 条 第 7項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適

用 さ れ る 同 条 第 6項 」 と 、 「 特 定 被 災 共

用 土 地 納 税 義 務 者 」と あ る の は「 特 定 仮

換 地 等 納 税 義 務 者 」と 、「 特 定 被 災 共 用

土 地 の 」と あ る の は「 次 項 に 規 定 す る 特

定 仮 換 地 等 の 」と 、「 特 定 被 災 共 用 土 地

に 」と あ る の は「 次 項 に 規 定 す る 特 定 仮

換 地 等 に 対 応 す る 従 前 の 土 地 で あ る 特

定 被 災 共 用 土 地 に 」と し て 、前 項 の 規 定

を 適 用 す る 。  

3 法 第 352条 の 2第 7項 の 規 定 に よ り 特 定

被 災 共 用 土 地 と み な さ れ た 法 第 349条 の

3の 3第 3項 に 規 定 す る 特 定 仮 換 地 等 に 係

る 固 定 資 産 税 額 の 按 分  の 申 出 に つ い

て は 、 前 項 中 「 同 条 第 6項 」 と あ る の は

「 同 条 第 7項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適

用 さ れ る 同 条 第 6項 」 と 、 「 特 定 被 災 共

用 土 地 納 税 義 務 者 」と あ る の は「 特 定 仮

換 地 等 納 税 義 務 者 」と 、「 特 定 被 災 共 用

土 地 の 」と あ る の は「 次 項 に 規 定 す る 特

定 仮 換 地 等 の 」と 、「 特 定 被 災 共 用 土 地

に 」と あ る の は「 次 項 に 規 定 す る 特 定 仮

換 地 等 に 対 応 す る 従 前 の 土 地 で あ る 特

定 被 災 共 用 土 地 に 」と し て 、前 項 の 規 定

を 適 用 す る 。  

4 (略 ) 4 (略 ) 

～ 略 ～  ～ 略 ～  

(被 災 住 宅 用 地 の 申 告 ) (被 災 住 宅 用 地 の 申 告 ) 

第 27条 の 2 法 第 349条 の 3の 3第 1項 (同 条

第 2項 に お い て 準 用 す る 場 合 及 び 同 条 第

3項 (同 条 第 4項 に お い て 準 用 す る 場 合 を

含 む 。 )の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 さ

れ る 場 合 を 含 む 。 第 5号 及 び 次 項 に お い

て 同 じ 。 )の 規 定 の 適 用 を 受 け よ う と す

る 者 は 、被 災 年 度 の 翌 年 度 又 は 翌 々 年 度

(避 難 の 指 示 等 が 行 わ れ た 場 合 に お い

て 、避 難 等 解 除 日 の 属 す る 年 が 被 災 年 の

翌 年 以 後 の 年 で あ る と き は 、当 該 被 災 年

度 の 翌 年 度 か ら 避 難 等 解 除 日 の 属 す る

年 の 1月 1日 以 後 3年         を 経 過 す る

日 を 賦 課 期 日 と す る 年 度 ま で の 各 年 度  

                                   

                                   

                                   

                                   

              )の 初 日 の 属 す る 年 の 1

第 27条 の 2 法 第 349条 の 3の 3第 1項 (同 条

第 2項 に お い て 準 用 す る 場 合 及 び 同 条 第

3項 (同 条 第 4項 に お い て 準 用 す る 場 合 を

含 む 。 )の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 さ

れ る 場 合 を 含 む 。 第 5号 及 び 次 項 に お い

て 同 じ 。 )の 規 定 の 適 用 を 受 け よ う と す

る 者 は 、被 災 年 度 の 翌 年 度 又 は 翌 々 年 度

(避 難 の 指 示 等 が 行 わ れ た 場 合 に お い

て 、避 難 等 解 除 日 の 属 す る 年 が 被 災 年 の

翌 年 以 後 の 年 で あ る と き は 、当 該 被 災 年

度 の 翌 年 度 か ら 避 難 等 解 除 日 の 属 す る

年 の 1月 1日 か ら 起 算 し て 3年 を 経 過 す る

日 を 賦 課 期 日 と す る 年 度 ま で の 各 年 度

と し 、被 災 市 街 地 復 興 推 進 地 域 が 定 め ら

れ た 場 合 に は 、当 該 被 災 年 度 の 翌 年 度 か

ら 被 災 年 の 1月 1日 か ら 起 算 し て 4年 を 経

過 す る 日 を 賦 課 期 日 と す る 年 度 ま で の

各 年 度 と す る 。 )の 初 日 の 属 す る 年 の 1
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月 31日 ま で に 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し 、

か つ 、 第 4号 に 掲 げ る 事 実 を 証 す る 書 類

を 添 付 し た 申 告 書 を 町 長 に 提 出 し な け

れ ば な ら な い 。  

月 31日 ま で に 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し 、

か つ 、 第 4号 に 掲 げ る 事 実 を 証 す る 書 類

を 添 付 し た 申 告 書 を 町 長 に 提 出 し な け

れ ば な ら な い 。  

(1)～ (6) (略 ) (1)～ (6) (略 ) 

2  法 第 3 4 9条 の 3の 3第 1項 の 規 定 の 適 用

を 受 け る 土 地 に 係 る 被 災 年 度 の 翌 年 度

分 又 は 翌 々 年 度 分 (避 難 の 指 示 等 が 行 わ

れ た 場 合 に お い て 、避 難 等 解 除 日 の 属 す

る 年 が 被 災 年 の 翌 年 以 後 の 年 で あ る と

き は 、当 該 被 災 年 度 の 翌 年 度 か ら 避 難 等

解 除 日 の 属 す る 年 の 1月 1日 以 後 3年     

    を 経 過 す る 日 を 賦 課 期 日 と す る 年

度 ま で の 各 年 度 分                    

                                   

                                   

                                   

                               ) の

固 定 資 産 税 に つ い て は 、 前 条 の 規 定 は 、

適 用 し な い 。  

2  法 第 3 4 9条 の 3の 3第 1項 の 規 定 の 適 用

を 受 け る 土 地 に 係 る 被 災 年 度 の 翌 年 度

分 又 は 翌 々 年 度 分 (避 難 の 指 示 等 が 行 わ

れ た 場 合 に お い て 、避 難 等 解 除 日 の 属 す

る 年 が 被 災 年 の 翌 年 以 後 の 年 で あ る と

き は 、当 該 被 災 年 度 の 翌 年 度 か ら 避 難 等

解 除 日 の 属 す る 年 の 1月 1日 か ら 起 算 し

て 3年 を 経 過 す る 日 を 賦 課 期 日 と す る 年

度 ま で の 各 年 度 分 と し 、被 災 市 街 地 復 興

推 進 地 域 が 定 め ら れ た 場 合 に は 、当 該 被

災 年 度 の 翌 年 度 か ら 被 災 年 の 1月 1日 か

ら 起 算 し て 4年 を 経 過 す る 日 を 賦 課 期 日

と す る 年 度 ま で の 各 年 度 分 と す る 。 )の

固 定 資 産 税 に つ い て は 、 前 条 の 規 定 は 、

適 用 し な い 。  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

(制 定 附 則 ) 

附  則  

(制 定 附 則 ) 

附  則  

1～ 8 (略 ) 1～ 8 (略 ) 

(耐 震 基 準 適 合 住 宅 に 対 す る 固 定 資 産 税

の 減 額 の 適 用 を 受 け よ う と す る 者 が す

べ き 申 告 ) 

(耐 震 基 準 適 合 住 宅 に 対 す る 固 定 資 産 税

の 減 額 の 適 用 を 受 け よ う と す る 者 が す

べ き 申 告 ) 

9  法 附 則 第 1 5条 の 9第 1項 の 耐 震 基 準 適

合 住 宅 に つ い て 、同 項 の 規 定 の 適 用 を 受

け よ う と す る 者 は 、当 該 耐 震 基 準 適 合 住

宅 に 係 る 耐 震 改 修 が 完 了 し た 日 か ら 3月

以 内 に 、次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 告

書 に 当 該 耐 震 改 修 に 要 し た 費 用 を 証 す

る 書 類 及 び 当 該 耐 震 改 修 後 の 家 屋 が 令

附 則 第 12条 第 2 4項 に 規 定 す る 基 準 を 満

た す こ と を 証 す る 書 類 を 添 付 し て 町 長

に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

9  法 附 則 第 1 5条 の 9第 1項 の 耐 震 基 準 適

合 住 宅 に つ い て 、同 項 の 規 定 の 適 用 を 受

け よ う と す る 者 は 、当 該 耐 震 基 準 適 合 住

宅 に 係 る 耐 震 改 修 が 完 了 し た 日 か ら 3月

以 内 に 、次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申 告

書 に 当 該 耐 震 改 修 に 要 し た 費 用 を 証 す

る 書 類 及 び 当 該 耐 震 改 修 後 の 家 屋 が 令

附 則 第 12条 第 2 6項 に 規 定 す る 基 準 を 満

た す こ と を 証 す る 書 類 を 添 付 し て 町 長

に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

(1)～ (6) (略 ) (1)～ (6) (略 ) 

(耐 震 基 準 適 合 家 屋 に 対 す る 固 定 資 産 税

の 減 額 の 適 用 を 受 け よ う と す る 者 が す

べ き 申 告 ) 

(耐 震 基 準 適 合 家 屋 に 対 す る 固 定 資 産 税

の 減 額 の 適 用 を 受 け よ う と す る 者 が す

べ き 申 告 ) 
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1 0  法 附 則 第 1 5条 の 1 0第 1項 の 耐 震 基 準

適 合 家 屋 に つ い て 、同 項 の 規 定 の 適 用 を

受 け よ う と す る 者 は 、当 該 耐 震 基 準 適 合

家 屋 に 係 る 耐 震 改 修 が 完 了 し た 日 か ら 3

月 以 内 に 、次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申

告 書 に 施 行 規 則 附 則 第 7条 第 11項 に 規 定

す る 補 助 に 係 る 補 助 金 確 定 通 知 書 の 写

し 、建 築 物 の 耐 震 改 修 の 促 進 に 関 す る 法

律 (平 成 7年 法 律 第 123号 )第 7条 又 は 同 法

附 則 第 3条 第 1項 の 規 定 に よ る 報 告 の 写

し 及 び 当 該 耐 震 改 修 後 の 家 屋 が 令 附 則

第 12条 第 24項 に 規 定 す る 基 準 を 満 た す

こ と を 証 す る 書 類 を 添 付 し て 町 長 に 提

出 し な け れ ば な ら な い 。  

1 0  法 附 則 第 1 5条 の 1 0第 1項 の 耐 震 基 準

適 合 家 屋 に つ い て 、同 項 の 規 定 の 適 用 を

受 け よ う と す る 者 は 、当 該 耐 震 基 準 適 合

家 屋 に 係 る 耐 震 改 修 が 完 了 し た 日 か ら 3

月 以 内 に 、次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 申

告 書 に 施 行 規 則 附 則 第 7条 第 14項 に 規 定

す る 補 助 に 係 る 補 助 金 確 定 通 知 書 の 写

し 、建 築 物 の 耐 震 改 修 の 促 進 に 関 す る 法

律 (平 成 7年 法 律 第 123号 )第 7条 又 は 同 法

附 則 第 3条 第 1項 の 規 定 に よ る 報 告 の 写

し 及 び 当 該 耐 震 改 修 後 の 家 屋 が 令 附 則

第 12条 第 26項 に 規 定 す る 基 準 を 満 た す

こ と を 証 す る 書 類 を 添 付 し て 町 長 に 提

出 し な け れ ば な ら な い 。  

(1)～ (4) (略 ) (1)～ (4) (略 ) 

( 5 )  施 行 規 則 附 則 第 7条 第 1 1項 に 規 定

す る 補 助 の 算 定 の 基 礎 と な つ た 当 該

耐 震 基 準 適 合 家 屋 に 係 る 耐 震 改 修 に

要 し た 費 用  

( 5 )  施 行 規 則 附 則 第 7条 第 1 4項 に 規 定

す る 補 助 の 算 定 の 基 礎 と な つ た 当 該

耐 震 基 準 適 合 家 屋 に 係 る 耐 震 改 修 に

要 し た 費 用  

(6) (略 ) (6) (略 ) 

(法 附 則 第 15条 第 2項 第 1号 等 の 条 例 で 定

め る 割 合 ) 

(法 附 則 第 15条 第 2項 第 1号 等 の 条 例 で 定

め る 割 合 ) 

11 法 附 則 第 15条 第 2項 第 1号 、第 2号 、第

3号 、 第 7号 、 同 条 第 33項 第 1号 、 第 2号 、

同 条 第 40項 及 び 第 15条 の 8第 4項 に 規 定

す る 条 例 で 定 め る 割 合 は 、次 の 各 号 に 掲

げ る 区 分 に 応 じ 、当 該 各 号 に 定 め る 割 合

と す る 。  

11 法 附 則 第 15条 第 2項 第 1号 、第 2号 、第

3号 、第 7号 、同 条 第 32項 第 1号 、第 2号   

          及 び 第 1 5条 の 8第 4項 に 規 定

す る 条 例 で 定 め る 割 合 は 、次 の 各 号 に 掲

げ る 区 分 に 応 じ 、当 該 各 号 に 定 め る 割 合

と す る 。  

(1)～ (3) (略 ) (1)～ (3) (略 ) 

(4) 法 附 則 第 15条 第 2項 第 6号 に 規 定 す

る 条 例 で 定 め る 割 合  4分 の 3 

(4) 法 附 則 第 15条 第 2項 第 7号 に 規 定 す

る 条 例 で 定 め る 割 合  4分 の 3 

( 5 )  法 附 則 第 15条 第 3 3項 第 1号 イ 及 び

ロ に 規 定 す る 設 備 に つ い て 同 号 に 規

定 す る 条 例 で 定 め る 割 合  3分 の 2 

( 5 )  法 附 則 第 15条 第 3 2項 第 1号 イ 及 び

ロ に 規 定 す る 設 備 に つ い て 同 号 に 規

定 す る 条 例 で 定 め る 割 合  3分 の 2 

(6) 法 附 則 第 15条 第 33項 第 2号 イ 、ロ 及

び ハ に 規 定 す る 設 備 に つ い て 同 号 に

規 定 す る 条 例 で 定 め る 割 合  2分 の 1 

(6) 法 附 則 第 15条 第 32項 第 2号 イ 、ロ 及

び ハ に 規 定 す る 設 備 に つ い て 同 号 に

規 定 す る 条 例 で 定 め る 割 合  2分 の 1 

(7) 法 附 則 第 15条 第 40項 に 規 定 す る 条

例 で 定 め る 割 合  4分 の 3 

(削 る ) 

(8) (略 ) (7) (略 ) 
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(加 え る ) (8) 法 附 則 第 15条 第 44項 に 規 定 す る 条

例 で 定 め る 割 合  3分 の 1 

(加 え る ) (9) 法 附 則 第 15条 第 45項 に 規 定 す る 条

例 で 定 め る 割 合  3分 の 2 

12～ 14 (略 ) 12～ 14 (略 ) 

(加 え る ) (平 成 30年 度 分 及 び 平 成 31年 度 分 の 軽 自

動 車 税 の 税 率 の 特 例 ) 

1 5  次 の 各 号 に 掲 げ る 3輪 以 上 の 軽 自 動

車 に 対 す る 第 29条 の 規 定 の 適 用 に つ い

て は 、当 該 軽 自 動 車 が 平 成 29年 4月 1日 か

ら 平 成 30年 3月 31日 ま で の 間 に 初 め て 道

路 運 送 車 両 法 第 60条 第 1項 後 段 の 規 定 に

よ る 車 両 番 号 の 指 定 (以 下 こ の 項 に お い

て 「 初 回 車 両 番 号 指 定 」 と い う 。 )を 受

け た 場 合 に は 平 成 30年 度 分 の 軽 自 動 車

税 に 限 り 、当 該 軽 自 動 車 が 平 成 30年 4月 1

日 か ら 平 成 31年 3月 31日 ま で の 間 に 初 回

車 両 番 号 指 定 を 受 け た 場 合 に は 平 成 31

年 度 分 の 軽 自 動 車 税 に 限 り 、当 該 各 号 に

掲 げ る 軽 自 動 車 の 区 分 に 応 じ 、当 該 各 号

に 掲 げ る 表 の 左 欄 に 掲 げ る 規 定 中 同 表

の 中 欄 に 掲 げ る 字 句 は 、そ れ ぞ れ 同 表 右

欄 に 掲 げ る 字 句 と す る 。  

 (1)  法 附 則 第 30条 第 6項 第 1号 及 び 第 2

号 に 規 定 す る 3輪 以 上 の 軽 自 動 車  

前 項 第 1号 の 表  

  (2)  法 附 則 第 30条 第 7項 第 1号 及 び 第 2

号 に 規 定 す る 3輪 以 上 の 軽 自 動 車 (ガ

ソ リ ン を 内 燃 機 関 の 燃 料 と し て 用 い

る も の に 限 る 。 次 号 に お い て 同 じ 。 ) 

  前 項 第 2号 の 表  

  (3)  法 附 則 第 30条 第 8項 第 1号 及 び 第 2

号 に 規 定 す る 3輪 以 上 の 軽 自 動 車 (前

号 の 規 定 の 適 用 を 受 け る も の を 除

く 。 ) 前 項 第 3号 の 表  

～ 略 ～  ～ 略 ～  

 (改 正 附 則 ) 

附  則  

 (施 行 期 日 ) 

 1 こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

た だ し 、附 則 に 1項 を 加 え る 改 正 規 定 は 、
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平 成 30年 4月 1日 か ら 施 行 す る 。  

 (経 過 措 置 ) 

 2  改 正 後 の 第 20条 の 3の 規 定 は 、 平 成 30

年 度 以 後 の 年 度 分 の 固 定 資 産 税 に つ い

て 適 用 し 、平 成 29年 度 分 ま で の 固 定 資 産

税 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

 


